
千葉県の医療的ケアについて
～看護師研修を中心に～

平成３０年９月６日
千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課

文部科学省 学校における医療的ケアの実施に関する検討会議

資料４
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１ 県立特別支援学校の医療的ケアの
現状について

２ 看護師研修について

本日の内容
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医療的ケアの必要な児童生徒数と看護師配置校

医療的ケアの必要な児童生徒数 看護師及び教員が対応している児童生徒数 看護師配置校

１ 県立特別支援学校の医療的ケアの現状
～医療的ケアの必要な児童生徒数と看護師配置校
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医療的ケアの実施内容の割合

経鼻経管栄養, 32

経管栄養（胃ろう）, 
58

経管栄養（腸ろう）, 2

口腔内吸引, 5鼻腔内吸引, 9

気管カニューレ内吸
引, 37

酸素療法, 13

人工呼吸器使用, 19

その他, 39

平成３０年度学校において医療的ケアを実施している
児童生徒（２１４名）のケアの主な内容

５月１日現在２１４名の児童生徒が校内で医療ケアを実施している。
複数のケアを必要としている児童生徒については、主なものを１つカウントした。
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特別非常勤講師（看護師）の配置について
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特別非常勤講師（看護師）の配置について

看護師配置校 看護師配置数 看護師配置実数

平成30年度配置看護師（122名）の経験年数

3年未満６６名、4年～6年３４名、7年目以上22名
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千葉県における医療的ケアの定義

第２条（医療的ケアの定義）
医療的ケアとは、学校の教育課程に基づき、医療的ケア

指導医の指導・助言の下で看護師と教員が連携協働して
行う日常的・応急的手当のことである。

医療的ケアの必要な児童生徒等のための支援事業実施要綱

自立活動
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（１）医療的ケアを実施する各校の実施状況を把握し、安全で確実な
医療的ケアが実施されるよう適切に指導する。

（２）登録研修機関（県教育委員会）として、基本研修、
また必要に応じてその他の研修を実施する。

（３）基本研修受講修了者に「医療的ケア基本研修修了証明書」を
発行する。
→本年度より、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付事務
を、健康福祉部の事務の補助執行機関として、実施している。

（４）安全で確実な医療的ケアが実施されるよう、必要な会議や
協議会を開催する。

（５）制度に基づいた医療的ケアに関する手続きについて各校と連携し
円滑に遂行する。

県教育委員会の役割
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（１）医療的ケアに関して、教員に指導・助言を行うことがで
きる。

（２）医療的ケアの実施に際し、次の事項を行う。
①事前に保護者及び主治医から当該児童生徒等に関する
健康状態及び医療的ケア等について説明を受けておく。

②定期的及び必要時に指導医、主治医から必要な指示を受
ける。

③実施担当教員と協力して、実施記録簿に記入し、必要に
応じて保護者に連絡する。

④担当教員と協力して、主治医に定期的に報告する。（事前
に校長決裁を得る）

⑤万一異常があれば、養護教諭や実施担当教員と協力して、
必要な応急的処置をとる。

看護師の役割
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平成３０年度 県立特別支援学校の医療的ケアに関する事業平成３０年度 県立特別支援学校の医療的ケアに関する事業

医療的ケア運営会議（年２回）
医師・看護師・保護者・学校長・医療的ケアコーディネーター・養護教諭・関係部局

医療的ケア担当者専門性向上研修事業

医療的ケア実施校２８校＋オブザーバー校３校

実施校連絡協議会
年３回（５月、１０月、１月）

基本研修 年２回（２日間×２）

特別非常勤講師（看護師）研修会
年合計８回 （講義・情報交換 １回、

実技研修・７グループ 計７回）
校内検討委員会
校長・教頭・担任等

医療的ケアコーディネーター

養護教諭 看護師 等

地域の病院

緊急時の連携体制 研修等の協力

障害児医療
福祉機関

医療的ケア
の必要な

児童生徒等

保護者

医療的ケア
指導医

特別支援学校
看護師等指導事業

主治医

学校医
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平成17年度～
・特別非常勤講師として9校へ看護師配置
・ 年3回研修 うち1回は夏季休業中 千葉リハにて実技研修（3グループ

計3日間実施） 学年始め休業や夏季休業を活用して実施
H19年度～ 年２回研修 下志津病院が実技研修先として加わる。

（5グループ計5日間）
H21年度～ 夏季実技研修 6グループ計6日間

※H22年度から経験年数で実技研修あるいは担当教員研修への参加
H27年度～ 千葉東病院が実地研修先として加わる。（7グループ計7日間）

※現在は、年間2回実施。4月：講義・協議会、7・8月：実技研修
実技研修は原則、隔年での実技研修受講とし、
夏季休業中の医療的ケア担当教員研修への受講も受け入れている。

２ 看護師研修について

参考：平成14～16年度 NPO法人に看護師配置委託（肢体不自由6校）

（１）看護師研修の経緯
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（２）医療的ケア担当者専門性向上研修

◎特別非常勤講師（看護師）研修会～県教育委員会主催～
ア 第１回研修会

県立特別支援学校９９名+オブザーバー参加７名

目的 県立特別支援学校非常勤講師（看護師）が安全で確実な医療的ケア
の実施に資するよう、医療的ケアに係る基本的な知識を習得する。

内容 平成３０年４月３日（火）講義・実践発表・情報交換

○講義：特別非常勤講師の配置と服務
千葉県の特別支援教育と医療的ケアについて
医療的ケアガイドラインについて

○実践発表：県立船橋夏見特別支援学校の実践

○グループ別協議及び情報交換
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第1回研修会～実施アンケートから

・医療的ケアが自立活動として位置づけられていることがわかっ
た。
・教育現場での看護師としての役割を忘れずに教師と協力し
て働きたい。
・学校の置かれている状況が色々違うことがわかった。
・グループ別協議により、他校の情報を知ることができ、参考に
なった。
・実践発表の良い取組を参考にしたい。
・今までの勤務先と異なることが色々あり、有意義な研修だった。
・勤務経験の浅い人には良いと思われるが、研修内容の工夫が必要
で
はないか。
・経験年数や学校規模などを考慮して、協議グループを検討してほ
しい。
・研修の中で出された疑問等について、回答をしてほしい。
・勤務体制について見直してほしい。
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イ 第２回研修会
県立特別支援学校非常勤講師（看護師）を対象に原則、隔年で参加

目的：県立特別支援学校非常勤講師（看護師）が学校生活において医療的ケアを
必要とする児童生徒等に対する基本的な知識及び援助の方法を習得する。

期間：夏季休業中（１日×７グループ 計7回予定）
→今年度台風のため、6回実施

会場：千葉県千葉リハビリテーションセンター ３回２０名
独立行政法人国立病院機構 下志津病院 ３回18名→２回１１名
独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 １回８名 計４６名→計３９名

内容：講義 重症児の病態・医療的ニーズ、
人工呼吸器・肺理学療法について

病棟実習 胃ろうチューブ、気管カニューレの交換、
気管切開部ガーゼ交換、アンビューバックでのバギング、
人工呼吸器の取扱い等
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第2回研修会～実施アンケートから

・手技の再確認ができ、日頃の疑問が解決できた。
・勤務校で実施していない手技を学ぶことができ、
参考になる。
・人工呼吸器の扱いについて疑問が解決できた。
・講義後に実技研修が受けられるので、理解が深ま
る。
・小児のケアの経験が浅いので、良い機会になった。

・実習の機会が増えると不安解消につながる。
・夏休みの研修ではなく、年度初めの研修だと良い。
・毎年受講できるとよい。
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成果
・主治医の指示書をもとに、直接、指導医から指導や助言を得ることができる。
・校内の関係者で主治医からの情報や手技の確認を共通理解できる。
課題
・勤務時間の関係から、放課後の話し合いをもつことが難しい。
・個別のケア等で不安がある場合に指導医への相談がすぐに出来難い。など

目的：医療的ケア実施校において、医療的ケア指導医が主治医
の指示書や校内体制を考慮して、実施の判断を校長に進言したり、
看護師や担当教員に該当児童生徒への手技を中心とした個別研修を
実施したりする。

実施内容：各学校ごとに年間計画を作成し、計画的に実施する。

※（１）県立特別支援学校において医療的ケアを実施する場合、県教育委員会が医療的ケア指導医を依頼
する。

（２）医療的ケア指導医は次の業務を行う。
①医療的ケアを必要とする児童生徒等についての相談、指導、手技の確認をする。
②児童生徒等の医療的な配慮全般について、看護師及び研修を受けた教員へ指導・助言する。

（医療的ケアガイドライン）

（３）特別支援学校看護師等指導事業
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課題として
・経験年数や学校規模により、研修のニーズが異なることへの対応
・年々増加していく看護師の実技研修を含めた研修機会の確保
※重心病棟のある病院は限られている。
・在籍する児童生徒の障害の重度・重複化により、医療的ケアの内容
が高度化・多様化していることへの対応
・限られた勤務時間内での校内研修の確保 等

看護師研修の成果と課題
成果として
・研修をとおして、学校における医療的ケアが自立活動として位置づけられ、
指導医の指導・助言の下に教員と協働で行うことの理解が図られている。

・研修会で、各校の状況を知るとともに、情報交換を行うことができている。
・校内での指導医からの指導・助言をとおして、指示書に基づく手技の確認

ができたり、医療機関での実技研修をとおして、勤務校で実施していない
手技の確認ができたりする。

・校内での指導医研修が、関係者との共通理解の促進につながっている。
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看護師研修の充実に向けて

①今後も長期休業を利用した研修を実施して
いく。

②医療的ケアの意義やガイドラインの理解を
進めていく。

③医療機関と連携した実習の充実を図っていく。

④経験年数や学校の実情に応じた研修の
在り方について検討していく。
例：複数配置校のリーダー研修等
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すべては子どもたちのために

ご清聴ありがとうございまし
た。
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